
別紙－８

担当 電話番号

　　　　　　　　　　区

普通土砂

軟弱土砂

大阪港第　　　　　　　　　号

令和　　　年　　　月　　　日

大　阪　港　湾　局　長

（受入条件）

　 令和　　　年　　　月　　　日付け建第　　　　　　　　号で依頼のありました、貴局工事により

生ずる下記の建設発生土（陸上残土）の受入れについては、条件を付して承認します。

建　設　局　長　　様

建設発生土の受入について（承認）

記

仮置き場 □　　有　　　　　　　　□　　無

・上記発生土（陸上残土）の受入れについての条件は、当局が別に定める「建設発生土の受入基準等」の
　とおりとする。
・搬入期間の延長が必要な場合は、期間終了の２週間前までに再依頼書を提出すること。
・設計変更等により搬入予定土量が下記条件に該当することが判明した時点で、当局と協議を行うこと。
　①承認土量が2500m3未満の工事については、搬入予定量の合計が2500m3以上となる場合。
　②承認土量が2500m3以上の工事については、搬入予定量が2500m3以上増加する場合。
・搬入期間内であったとしても当局の判断により受入できない場合があるので了承すること。

　なお今後、平成25年3月27日付け、港湾第3026号により依頼しているルートについては、極力通行を控えてい
ただきますよう、ご協力よろしくお願いします。

依頼所属担当

発生土種別及び
搬入予定量

添付証明書 土地履歴等調査書
ｍ３　　

ｍ３　　

工事場所

工事名称

発生土搬入期間 令和　　　年　　　月　　　日　～　令和　　　年　　　月　　　日
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別紙－９

担当 電話番号

　　　　　　　　　　区

普通土砂

軟弱土砂

□　　有　　　　　　　　□　　無

大阪港第　　　　　　　　　号

令和　　　年　　　月　　　日

建　設　局　長　　様

大　阪　港　湾　局　長

　令和　　　年　　　月　　　日付け建第　　　　　　　　号で依頼のありました、貴局工事により

記

建設発生土（陸上残土）仮置き場設置について（承認・再依頼分）

生ずる下記の建設発生土（陸上残土）の受入れにかかる仮置き場設置については、条件を

付して承認します。

・上記発生土（陸上残土）の受入れについての条件は、当局が別に定める「建設発生土の受入基準等」の
　とおりとする。
・搬入期間の延長が必要な場合は、期間終了の２週間前までに再依頼書を提出すること。
・設計変更等により搬入予定土量が下記条件に該当することが判明した時点で、当局と協議を行うこと。
　①承認土量が2500m3未満の工事については、搬入予定量の合計が2500m3以上となる場合。
　②承認土量が2500m3以上の工事については、搬入予定量が2500m3以上増加する場合。
・搬入期間内であったとしても当局の判断により受入できない場合があるので了承すること。

　なお今後、平成25年3月27日付け、港湾第3026号により依頼しているルートについては、極力通行を控えてい
ただきますよう、ご協力よろしくお願いします。

依頼所属担当

工事場所

工事名称

発生土搬入期間 令和　　　年　　　月　　　日　～　令和　　　年　　　月　　　日

添付証明書 土地履歴等調査書
発生土種別及び

搬入予定量
ｍ３　　

（受入条件）

ｍ３　　

仮置き場
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